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三
井　

大
日
寺
の
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
（
青
森
県
む
つ
市
）

　
　
　

は 

じ 

め 

に

　

若
越
商
人
と
南
部
藩
の
係
わ
り
は
旧
く
、
具
体
的
に
挙
げ
る
と
文
禄
・
慶
長

の
役
の
時
、
敦
賀
の
商
人
道
川
三
郎
左
衛
門
は
、
南
部
信
直
・
利
直
が
豊
臣
秀

吉
に
閲
す
る
に
当
り
、
武
具
を
田
名
部
か
ら
肥
前
国
名
護
屋
ま
で
輸
送
し
た
事

や
調
達
金
の
御
用
達
し
た
功
に
よ
り
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
道
川
船
の
南

部
領
内
に
お
け
る
諸
役
を
免
除
さ
れ
た（

（
（

。
ま
た
新
保
の
商
人
久
末
久
五
郎
は
、

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
大
坂
の
陣
の
際
に
兵
や
武
具
を
輸
送
、
翌
二
年
の
南

部
領
飢
饉
に
際
し
米
千
俵
を
輸
送
し
た
こ
と
に
よ
り
船
十
七
艘
の
田
名
部
諸
湊（

（
（

に
お
け
る
諸
役
が
免
除
さ
れ
た（

（
（

。

　

以
降
、
下
北
に
お
け
る
若
越
商
人
の
活
動
が
顕
著
に
な
り
、
と
り
わ
け
寛
文

か
ら
延
宝
年
間
に
か
け
て
下
北
の
木
材
の
運
上
請
負
事
業
の
た
め
多
く
の
新
保

の
商
人
が
出
入
り
し
た
。
久
末
の
ほ
か
に
、
竹
内
（
義
左
衛
門
・
久
助
・
傳
三

郎
）、
上
林
（
武
兵
衛
・
与
三
右
衛
門
・
仁
左
衛
門
）、
上
野
（
七
太
夫
・
七
右

衛
門
・
六
郎
兵
衛
・
平
太
夫
）、
道
実
（
与
六
）、
中
村
（
新
兵
衛
）、
山
岸
屋
（
太

兵
衛
）
な
ど
の
名
が
見
え
る
。

　

笏
谷
石
造
物
も
寛
永
年
間
頃
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
る

最
古
紀
年
銘
は
、
円
通
寺
（
む
つ
市
）
に
所
在
す
る
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）

銘
の
五
輪
塔
、
以
降
十
七
世
紀
後
期
頃
ま
で
の
紀
年
銘
を
有
す
る
高
さ
が
二

メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
五
輪
塔
や
三
界
万
霊
等
、仏
像
を
収
蔵
す
る
大
型
の
石
龕
、

六
地
蔵
な
ど
の
仏
像
な
ど
中
・
大
型
の
石
造
物
が
多
く
移
入
さ
れ
た
。
今
回
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
の
中
に
未
だ
他
に
例
を
見
な
い
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
の

所
在
が
確
認
さ
れ
た
の
で
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一　

下
北
地
方
の
信
仰
の
特
色

　

下
北
半
島
の
真
ん
中
に
高
野
山
、
比
叡
山
と
並
ん
で
日
本
三
大
霊
山
の
一
山

と
称
さ
れ
る
恐
山
が
あ
る（

（
（

。
陸
奥
湾
に
沿
う
Ｊ
Ｒ
大
湊
線
の
下
北
駅
周
辺
か
ら

〈
笏
谷
石
資
料
紹
介
〉

大
日
寺
の
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
（
青
森
県
む
つ
市
）

三　

井　

紀　

生



12

若
越
郷
土
研
究　

六
十
五
巻
一
号

眺
め
る
と
全
貌
が
見
え
る
釜
臥
山

の
頂
上
奥
に
地
蔵
山
を
背
に
し
て

釜
臥
山
菩
提
寺
（
本
坊
は
曹
洞
宗 

円
通
寺
〈
む
つ
市
〉）
が
あ
る
。

　

カ
ル
デ
ラ
湖
の
宇
曽
利
湖
を
中

心
に
、
周
囲
を
釜
臥
山
、
大
尽
山
、

小
尽
山
、
北
国
山
、
屏
風
山
、
剣

の
山
、
地
蔵
山
、
鶏
頭
山
八
峰
が

蓮
の
花
弁
が
重
な
り
合
う
よ
う
に

囲
む
（
こ
れ
ら
の
山
を
総
称
し
て

恐
山
と
い
う
）。
湖
か
ら
流
れ
出

る
三
途
の
川
（
津
軽
海
峡
へ
流
れ

る
正
津
川
の
源
流
部
を
指
し
て
呼
称
）
の
橋
を
渡
っ
て
寺
の
境
内
へ
至
る
が
、

樹
木
は
少
な
く
、
真
っ
白
な
岩
肌
と
砂
に
覆
わ
れ
た
荒
涼
索
漠
と
し
た
地
形
で

あ
る
。
山
門
の
奥
手
に
は
菩
提
寺
の
本
堂
が
見
え
、
本
尊
の
延
命
地
蔵
菩
薩
が

祀
ら
れ
て
い
る
。

　

本
堂
に
向
か
っ
て
左
手
に
は
地
下
か
ら
噴
出
す
る
白
煙
が
立
ち
込
め
、
硫
黄

の
臭
い
が
鼻
を
つ
く
。
こ
の
辺
り
血
の
池
地
獄
な
ど
い
く
つ
か
の
地
獄
や
賽
の

河
原
が
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
極
楽
浜
と
称
す
る
宇
曽
利
湖
畔
の
真
っ

白
な
砂
浜
に
至
る
。ま
さ
に
死
後
の
世
界
を
具
現
化
し
た
風
景
で
あ
る
と
い
う
。

　

下
北
地
方
で
は
、
山
（
恐
山
）
は
死
者
の
供
養
の
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

「
人
は
死
ん
だ
ら
お
山
さ
《
へ
》
い
ぐ
《
く
》」
そ
し
て
「
お
山
に
行
け
ば
死
者

に
会
え
る
」
と
の
説
に
よ
り
、
地
蔵
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
山
へ
の
参
詣
者
が

多
く
な
っ
た
と
い
う
。
旧
暦
の
毎
年
六
月
十
八
か
ら
二
十
四
日
ま
で
七
日
間
地

藏
堂
の
祭
典
が
行
わ
れ
た
（
現
在
は
七
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
）。
十
王
群

像
も
こ
う
し
た
信
仰
の
も
と
で
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
下
北
地
方
の

特
色
が
伺
え
る
。

　
　
　

二　

十
王
信
仰
に
つ
い
て

　
「
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
生
あ
る
も
の
（
衆
生
）
は
、
死
後
に
中

陰
（
死
し
て
か
ら
次
の
世
の
生
ま
れ
か
わ
る
先
が
決
ま
る
ま
で
の
期
間
、
中

有
と
も
い
う
四
十
九
日
間
）
と
呼
ば
れ
る
存
在
に
な
り
、
初
七
日
～
七
七
日

（
四
十
九
日
）
お
よ
び
百
か
日
、
一
周
忌
、
三
回
忌
に
順
次
十
王
の
審
理
を
受

け
る
」
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
ま
た
、
生
前
に
十
王
を
祀
れ
ば
死
後
に
罪
を
軽

減
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
信
仰
も
あ
り
、こ
れ
を
「
逆
修
」（
ま
た
は
「
予
修
」）

と
い
う
。

　

十
王
思
想
は
中
国
で
仏
教
と
道
教
が
習
合
し
て
生
ま
れ
、
平
安
時
代
末
期
に

日
本
に
伝
来
し
、日
本
で
は
、『
地
蔵
十
王
経
』（『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』）

に
よ
る
冥
界
思
想
と
し
て
発
展
し
、
室
町
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。

十
王
と
六
地
蔵　

十
王
は
冥
界
（
死
後
の
世
界
）
に
お
い
て
衆
生
を
裁
く
十
人

の
裁
判
官
で
あ
る
。

　

通
常
死
者
の
審
理
は
死
後
四
十
九
日
間
に
七
回
行
わ
れ
、
最
初
が
初
七
日
で

秦
広
王 
の
審
理
、
二
七
日
に
は
初
江
王
・
・
五
七
日
（
三
十
五
日
目
）
に
閻

魔
王
・
・
、
そ
し
て
七
七
日
（
四
十
九
日
目
）
に
太
山
王
か
ら
裁
定
が
下
さ
れ

下北駅辺りから望む釜臥山
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行
き
先
で
あ
る
六
道
（
地
獄
道
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
、
修
羅
道
、
人
道
、
天
道
）

の
い
ず
れ
か
が
決
ま
る
。
七
回
で
決
ま
ら
な
い
場
合
追
加
の
審
理
が
三
回
、
平

等
王
（
百
か
日
）、
都
市
王
（
一
周
忌
）、
五
道
転
輪
王
（
三
回
忌
）
が
あ
る
。

仏
事
の
法
要
が
上
記
の
区
切
り
に
行
わ
れ
る
の
は
、
審
理
の
度
に
十
王
に
対
し

て
死
者
へ
の
減
罪
の
嘆
願
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
七
回
が
終
わ
る
と
満

中
陰
の
状
態
つ
ま
り
忌
明
け
と
な
る
。
七
回
で
決
ま
ら
な
い
場
合
で
も
六
道
の

い
ず
れ
か
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

追
加
の
審
理
は
、
そ
の
後
の
救
済
措
置
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
本
尊
地
蔵
の

分
身
で
あ
る
六
地
蔵
が
六
道
に
お
け
る
救
済
の
役
割
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
。

本
尊
地
蔵　

十
王
の
群
像
を
安
置
す
る
場
合
、
地
蔵
を
加
え
る
こ
と
が
多
い
。

神
仏
習
合
・
本
地
垂
迹
説
に
よ
れ
ば
、
閻
魔
王
は
地
蔵
の
化
身
と
さ
れ
、
閻
魔

と
雖
も
慈
悲
が
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
本
地
仏
の
地
藏
を
加
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　

閻
魔
王
以
外
の
九
王
に
つ
い
て
も
本
地
仏
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

本
地
仏
を
十
仏
と
し
て
安
置
し
て
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
（
表
「
十
王
と
本
地

仏
」
参
照
）。

奪
衣
婆　

冥
界
の
葬
頭
河
あ
る
い
は
奈
加
津
（
三
途
川
と
も
）
の
渡
り
場
で
亡

者
の
衣
類
を
剥
ぎ
取
る
老
婆
、
懸
衣
翁
と
呼
ぶ
老
翁
が
そ
ば
に
い
て
奪
衣
婆
が

剥
ぎ
取
っ
た
衣
類
を
樹
に
懸
け
る
。
懸
け
ら
れ
た
枝
の
た
わ
み
具
合
に
よ
り
罪

の
重
さ
が
判
定
さ
れ
、
三
か
所
あ
る
渡
り
場
の
い
ず
れ
か
が
決
ま
る
と
い
う
。

そ
の
他　

閻
魔
王
の
臣
官
で
あ
る
司
録
と
司
命
（
閻
魔
王
の
審
理
を
記
録
す
る

役
人
と
読
み
上
げ
る
役
人
）
を
加
え
た
例
も
あ
る
。
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三　

大
日
寺
の
十
王
群
像

　

毎
年
加
賀
市
で
開
催
さ
れ
る
全
国
北
前
船
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
旧
知
に

な
っ
て
い
る
菊
池
充
三
、三
浦
順
一
郎
両
氏
（
む
つ
市
在
住
）
が
、
下
北
地
方

の
笏
谷
石
造
物
の
調
査
・
研
究
に
力
を
注
い
で
い
る
。

　

両
氏
は
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）、
む
つ
市
関
根
（
む
つ
市
の
中
心
田
名

部
か
ら
大
間
道
（
国
道
二
七
九
号
）
を
凡
そ
八
キ
ロ
北
上
し
、
大
畑
町
と
の
お

よ
そ
中
間
点
あ
た
り
に
位
置
す
る
）
に
所
在
す
る
青
雲
山
大
日
寺（

（
（

に
笏
谷
石
製

の
十
王
信
仰
群
像
が
遺
存
す
る
こ
と
を
確
認
、
三
浦
氏
は
著
書
に
て
各
像
に
つ

い
て
詳
し
く
発
表
さ
れ
た（

（
（

。

　

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
七
月
三
日
む
つ
市
を
訪
問
し
、
両
氏
の
案
内

に
よ
り
現
物
を
実
見
し
た
。
一
部
の
像
に
補
修
の
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
遺
失
し

て
い
る
像
は
な
い
よ
う
で
、
保
存
状
態
も
比
較
的
良
好
、
か
つ
奉
納
者
、
奉
納

目
的
、
紀
年
銘
も
刻
み
、
冥
界
信
仰
に
篤
い
当
地
に
ふ
さ
わ
し
い
現
物
資
料
と

い
え
る
。

　

群
像
の
構
成
、
紀
年
銘
、
奉
納
目
的
と
願
主
な
ど
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

構
成

　
　

十 

王　
　
（
十
躰
）�

衣
冠
束
帯
の
立
像　

像
高
二
十
六
～
二
十
九
・
九
セ
ン
チ

　
　

本
尊
地
蔵
（
一
躰
）�

円
光
背
、
未
開
蓮
華
を
持
つ
立
像　

像
高
二
十
九
セ
ン
チ

　
　

六
地
蔵　

（
六
躰
）�

舟
形
光
背
を
有
す
る
立
像　

像
高
三
十
六
・
五
～
四
十
セ

ン
チ

　
　

そ
の
他　

（
四
躰
）�

奪
衣
婆
坐
像
（
一
躰
）、
如
来
坐
像
（
二
躰
）
釈
迦
と
阿

弥
陀
（
カ
）、
聖
徳
太
子
坐
像
（
一
躰
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

像
高
十
六
・
七
～
十
九
・
二
セ
ン
チ

　
　

紀
年
銘　
　

�

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
己
亥
十
月
、
坐
像
四
躰
に
は
紀
年
銘
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　
　

奉
納
目
的　

父
母
の
菩
提
供
養

　
　

願 

主　
　

  

北
関
根
村
掃
部 

　

各
像
に
刻
ま
れ
て
い
る 

銘
文
は
次
の
通
り
。

　
　

十 

王
（
背
部
）　　
「
万
治
二　
　

為
父
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
名
称
）
□
□
□　

 （
番
号
）
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亥
十
月
日　

願
主/

掃
部
」

　
　
　

�

十
像
と
も
同
じ
形
式
で
、閻
魔
王
な
ら
、名
称
欄
は「
閻
魔
王
」、番
号
欄
は「
第

五
」
と
刻
す
。

　
　

本
尊
地
蔵
（
背
部
）「 

明
□
十
殿
王　

為
父
母
菩
提
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉　

本
尊
地
蔵　
　
　

薩
埵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

万
治
二
年
己
亥
十
月
吉
日　

願
主/

掃
部/

北
関
根
村
」

　
　

六
地
蔵
（
光
背
前
面
）
右
「
奉
建
立
地
蔵
爲
父
母
菩
提
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
「
万
治
二
己
亥
十
月
吉
日　

願
主
北
関
根
掃
部
」

　
　
　

六
像
と
も
同
じ
刻
銘

　

以
上
に
記
す
個
々
の
像
の
画
像
と
法
量
は
、
本
稿
末 

写
真
資
料
「
大
日
寺

の
十
王
群
像
１
、２
」
に
示
す
。

　

越
前
で
は
、木
造
の
十
王
像
は
八
幡
神
社
（
越
前
市
朽
飯
町
）
や
大
谷
寺
（
越

前
町
）
な
ど
で
散
見
さ
れ
る
。
笏
谷
石
造
り
の
十
王
像
は
、
あ
わ
ら
市
熊
坂
に

例
が
あ
る
が
、
六
地
蔵
を
組
み
合
わ
せ
て
一
括
奉
納
さ
れ
て
い
る
他
例
は
未
だ

知
ら
な
い
。
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三
井　

大
日
寺
の
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
（
青
森
県
む
つ
市
）

　

奪
衣
婆
は
、
一
緒
に
遺
存
す
る
如
来
二
坐
像
・
聖
徳
太
子
坐
像
と
造
形
・
法

量
が
類
似
か
つ
銘
文
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
般
的
に
十
王
と
一
緒
に
奉
納

さ
れ
る
の
で
、
銘
文
は
確
認
で
き
な
い
が
十
王
や
六
地
蔵
と
同
じ
時
期
に
奉
納

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

四　

奉
納
者
関
根
村
掃
部
に
つ
い
て

　

群
像
を
奉
納
し
た
北
関
根
村
の
掃
部
と
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
大
日
寺
が
菩
提
寺
で
姓
は
畠
山
と
い
い
、
歴
代
掃
部
名
で
こ
の
村
の
肝
煎

を
務
め
て
い
た
と
思
わ
れ
、
史
料
中
に
も
目
に
す
る
名
前
で
あ
る
。

　

十
王
信
仰
群
像
を
奉
納
し
た
掃
部
に
係
る
と
思
わ
れ
る
史
料
を
い
く
つ
か
挙

げ
て
み
る
と
、

　

文
書
で
は
、『
原
始
謾
筆
風
土
年
表
』
の
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
の
項
に
「
小

目
名
に
も
久
慈
才
佐
と
聞
へ
し
ハ
正
津
川
谷
地
出
戸
平
戸
等
を
開
発
た
ら
ん
志

念
に
て
関
根
畠
山
掃
部
と
云
る
を
詢
ん
に
此
滸
鞍
馬
に
て
来
往
せ
し
と
は
此
頃

に
迄
風
流
儀
残
れ
り
（
以
下
略
）」（

（
（

と
記
述
が
あ
る
（
十
王
群
像
に
刻
ま
れ
て

い
る
紀
年
銘
は
万
治
二
年
で
あ
る
）。

　

石
造
物
で
は
、
大
日
寺
の
畠
山
家
の
墓
地
に
地
輪
の
正
面
に
法
名
「
即
圓
□

心
居
士
」、
側
面
に
「
関
根
掃
部
」
を
刻
む
（
紀
年
銘
は
不
詳
）
高
さ
六
十
四

セ
ン
チ
の
笏
谷
石
製
の
一
石
五
輪
塔
が
遺
存
し
て
い
る
（
画
像
は
本
稿
末
の
写

真
資
料
参
照
）。

　

円
通
寺
（
む
つ
市
）
の
墓
地
に
は
笏
谷
石
製
の
「
有
縁
無
縁
三
界
万
霊
等
」

に
掃
部
銘
を
遺
し
て
い
る
。
こ
の
塔
の
紀
年
銘
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、

大日寺の十王群像　平成 28 年 7 月 3 日撮影（現在は非公開）

大日寺の六地蔵　平成 28 年 7 月 3 日撮影
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六
十
五
巻
一
号

施
主
は
坪
長
助
母
、
菊
池
治
五
兵
衛
母
、
上
林
与
左
衛
門
母
、
ほ
か
に
関
根
村

掃
部
、
蔦
沢
村
・
川
臺
村
（
い
ず
れ
も
関
根
村
の
朶
）
を
刻
し
て
い
る
。
坪
長

助
と
菊
池
治
五
兵
衛
は
大
畑
の
旦
那
、
上
林
与
左
衛
門
は
越
前
新
保
の
商
人
で

あ
る
。
畠
山
掃
部
は
、
新
保
の
商
人
と
も
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
　
　

お 

わ 

り 
に

　

下
北
地
方
は
、
地
蔵
信
仰
が
深
く
浸
透
し
、
恐
山
は
死
後
の
世
界
と
の
接
点

の
場
と
し
て
敬
虔
な
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
死
者
の
菩

提
を
弔
う
た
め
の
墓
碑
や
仏
像
類
も
必
要
と
さ
れ
た
。

　
『
原
始
謾
筆
風
土
年
表
』
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
の
項（

（
（

に
大
畑
の
円
祥
山
大

安
寺
の
石
碑
に
つ
い
て
「（
前
文
略
）
此
以
前
石
工
等
も
有
へ
か
ら
ね
と
船
に

（
荷
）
便
て
積
寄
さ
る
ハ
卒
塔
婆
而
巳
に
て
（
以
下
略
）」
と
あ
り
、
墓
碑
・
石

塔
な
ど
は
他
の
地
方
か
ら
の
移
入
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る（

（
（

。

　

こ
の
頃
既
に
若
越
の
廻
船
が
田
名
部
諸
港
へ
入
港
し
て
お
り
、
寛
文~

延

宝
年
間
に
は
最
盛
期
を
迎
え
た
。
下
北
地
方
へ
は
こ
の
時
期
に
多
く
の
大
・
中

型
の
笏
谷
石
造
物
が
、以
後
は『
原
始
謾
筆
風
土
年
表
』の
元
文
二
年（
一
七
三
七
）

の
項（

（（
（

に
「
松
前
よ
り
三
百
石
積
繩
緘
船（

（（
（

入
津 

越
前
新
保
よ
り
石
室
、水
屋
（
は

し
り
）、
井
牖
（
い
と
わ
く
）、
樹
盤
（
せ
き
た
い
）、
戸
閫
（
と
し
き
み
）、
板

石
、
角
石
、
地
覆
、
石
塔
（
ふ
り
が
な
は
同
書
に
よ
る
） 

相
馬
の
五
大
力
船
に

ハ
（
以
下
略
）」
と
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
に
は
汎
用
性
の
あ
る
小

型
の
規
格
品
が
、
継
続
し
て
大
量
に
運
ば
れ
て
き
た
。

　

当
地
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
笏
谷
石
造
物
の
種
類
と
数
の
多
さ
を
見
る
と
、
近

世
に
お
け
る
笏
谷
石
造
物
の
宝
庫
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
新
保
商
人
の

功
績
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

大
日
寺
の
十
王
信
仰
群
像
は
、
下
北
地
方
に
お
け
る
笏
谷
石
の
石
造
物
と
し

て
は
初
期
の
遺
品
、
し
か
も
地
域
の
信
仰
に
融
合
し
た
群
像
で
あ
り
、
歴
史
資

料
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
末
長
く
伝
え
た

い
も
の
だ
。

謝
辞　

現
物
画
像
公
表
に
当
た
り
青
雲
山
大
日
寺
の
高
橋
正
志
住
職
に
特
別
の

ご
配
慮
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
、
衷
心
よ
り
謝
辞
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

参
考
文
献

（
１
）「
道
川
文
書
二
六 

南
部
利
直
判
物
」（『
敦
賀
市
史 

資
料
編
一
巻
』
敦
賀
市
、

一
九
七
七
年
）

　
　
　

其
方
船
我
等
領
内
何
の
津
へ
罷
越
候
共
、
役
儀
一
切
有
間
敷
も
の
也

　
　
　
　
　
　

慶
長
五
年
七
月
二
日　
　
（
南
部
）
利
直
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
川
三
郎
右
衛
門
と
の
へ　
　

　
　
　

＊�

南
部
利
直
…
陸
奥
南
部
藩
初
代
藩
主
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
家
督
相
続
、

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
没
。

（
２
）
南
部
藩
領
の
下
北
諸
湊
の
総
称
、
十
七
世
紀
前
期
は
、
対
象
湊
の
出
入
り
の
変
化
は

あ
る
が
大
畑
、
大
間
、
奥
戸
（
お
こ
っ
ぺ
）、
大
平
、
九
艘
泊
な
ど
七
湊
で
主
に
木
材
の

交
易
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

（
３
）「
由
緒
記
」『
久
末
文
書
』（『
三
国
町
史 

海
運
記
録
』
三
国
町
、
一
九
七
三
年
）

　
　
「
元
和
元
年
大
坂
陣
之
時　

信
濃
守
様
（
南
部
利
直
）
御
代
先
祖
（
久
末
）
久
五
郎
船

ニ
而
被
為
成
御
往
来
、
其
上
御
金
御
用
達
、
元
和
二
年
御
領
内
大
凶
作
之
時
右
久
五
郎



17

三
井　

大
日
寺
の
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
（
青
森
県
む
つ
市
）

手
船
ニ
而
米
積
下
り
御
用
ニ
相
達
右
両
度
之
為
御
褒
美
、
久
五
郎
手
船
大
小
拾
七
艘
有

之
候
処
不
残
諸
役
御
免
ニ
被
仰
付
手
船
へ
御
焼
印
被
成
下
御
料
内
江
入
船
仕
諸
役
御
免

ニ
御
座
候
、（
以
下
略
）」

（
４
）
本
稿
で
は
富
士
山
、
白
山
、
立
山
三
山
を
「
日
本
三
霊
山
」、
恐
山
、
比
叡
山
、
高

野
山
三
山
を
「
日
本
三
大
霊
山
」
と
区
別
し
て
い
る
。

（
５
）
大
日
寺
は
、
明
治
初
年
ま
で
は
「
大
日
如
来
堂
」
と
称
し
て
い
た
が
、
神
仏
判
然
令

公
布
後
、
仏
像
（
大
日
如
来
）
を
円
通
寺
に
移
し
、「
神
明
宮
」
に
改
め
た
。
の
ち
に
仏

像
は
堂
に
戻
さ
れ
、
昭
和
三
十
九
年
曹
洞
宗
の
寺
院
と
し
て
開
山
と
な
っ
た
。（『
新
撰

陸
奥
国
誌
』、『
田
名
部
町
誌
』）

（
６
）
三
浦
順
一
郎
『
下
北
地
域
史
話
』（
私
家
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
「
大
日
寺
の
六
地

蔵
と
十
王
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
調
査
結
果
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
７
）
村
林
源
助
『
原
始
謾
筆
風
土
年
表
』
文
化
元
年
～
文
政
元
年
浄
書
（
み
ち
の
く
叢
書

第
六
、七
巻　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編　

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）

　
　

 

同
書
六
巻
九
頁
「
万
治
元
年
」
の
項
に
記
述
し
て
い
る
。

（
８
）
同
註
７　

同
書
六
巻
六
頁
「
慶
安
三
年
」
の
項
に
記
述

（
９
）
鳴
海
健
太
郎
『
下
北
の
海
運
と
文
化
（
青
森
県
の
文
化
シ
リ
ー
ズ
一
〇
）』（
北
方
新

社
、
一
九
七
七
年
）
の
「
下
北
半
島
海
運
史
略
年
表
」
中
に
「
正
保
年
間
（
一
六
四
四

～
四
七
）
大
畑
の
墓
石
の
大
部
分
を
新
保
湊
よ
り
運
ぶ
（
新
保
石
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
同
註
７　

同
書
三
十
七
頁
「
元
文
二
年
」
の
項
に
記
述

（
11
）
繩
緘
船
（
な
わ
し
め
せ
ん
）
は
、
縄
綴
船
（
な
わ
と
じ
せ
ん
）
と
も
言
い
、
ア
イ
ヌ

人
の
使
う
素
朴
な
船
に
つ
け
た
名
称
。
構
造
上
は
船
の
両
舷
に
一
～
二
枚
の
板
を
縄
で

と
じ
合
わ
せ
て
積
載
量
を
ふ
や
し
た
船
。（『
日
本
交
通
史
辞
典
』）
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六
十
五
巻
一
号

写真資料 大日寺の十王群像  1 （法量単位㎝）

十王 1　秦廣王 十王 2　初江王 十王 3　宋帝王

像高 27.5　総高 33.0 背面の銘文本像で代表 像高 27.4　総高 30.5 像高 29.9　総高 31.0

十王 4　五官王 十王 5　閻魔王 十王 6　変成王 十王 7　太山王

像高 26.9　総高 29.5 像高 27.0　総高 30.5 像高 27.0　総高 30.5 像高 27.6　総高 30.3

十王 8　平等王 十王 9　都市王 十王 10 五道転輪王 一石五輪塔銘「関根掃部」

像高 28.7　総高 32.0 像高 26.0　総高 29.5 像高 28.8　総高 32.0 　地輪幅 24.5　総高 63.5
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三
井　

大
日
寺
の
笏
谷
石
製
十
王
信
仰
群
像
（
青
森
県
む
つ
市
）

写真資料 大日寺の十王群像  2 （法量単位㎝）

奪衣婆 釈迦如来 阿弥陀如来カ 聖徳太子

像高 19.2　総高 24.2 像高 16.7　総高 24.2 像高 17.0　総高 24.7 像高 18.7　総高 24.0

本尊地蔵 六地蔵 1　華盤 六地蔵 2　念珠

像高 29.0　総高 47.0 背面の銘文 像高 37.5　総高 75.5 像高 37.0　総高 76.5

六地蔵 3　宝珠 六地蔵 4　錫杖・宝珠 六地蔵 5　合掌 六地蔵 6　未開蓮華

像高 36.5　総高 74.0 像高 38.5　総高 77.0 像高 39.5　総高 75.5 像高 40.0　総高 76.5


